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１．所管からの報告事項について 

次の事項について所管から説明を受け、質疑を行い、全て報告済みとした。 

（１）一般会計補正予算について 

（２）滝川市子どものいじめ防止対策条例（仮称）の概要について 

（３）滝川市公共施設マネジメント計画（案）について 

（４）税等の還付に係る還付加算金の算定誤りについて 

 

２．その他について 

副委員長より滝川スポーツクラブサンテの施設の視察の実施について提案があったが、 

今回は行わないこととした。 

 

３．次回委員会の日程について 

２月21日（金）13時30分から第一委員会室で開催することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上 記 記 載 の と お り 相 違 な い。 総務文教常任委員長  大 谷 久美子  ○印 
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 滝川市議会議長 水 口 典 一 様 4 
 5 

 6 

                        滝川市長            前 田 康 吉 7 

                        滝川市教育委員会委員長     若 松 重 義 8 

 9 

 10 

   総務文教常任委員会への説明員の出席について 11 
 12 

 平成26年１月23日付け滝議第186号で通知がありました総務文教常任委員会への説明員の出席要求について、次 13 

の者を説明員として出席させますのでよろしくお願いします。 14 

 なお、公務等の都合により出席を予定している説明員が欠席する場合もありますので申し添えます。この場合、 15 

必要があるときは、所管の担当者を出席させますのでよろしくお願いします。 16 
 17 

記 18 

 滝川市長の委任を受けた者 19 

  総務部長     山 﨑   猛 20 
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  市民生活部税務課長    鎌 田 清 孝 29 

  市民生活部税務課副主幹    岩 橋 祐 吾 30 

  市民生活部税務課副主幹    越 前   充 31 

 32 

 滝川市教育委員会委員長の委任及び滝川市長の委嘱を受けた者 33 
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第31回  総 務 文 教 常 任 委 員 会 44 
 45 

Ｈ26.２.３（月）午前10時00分 46 

第一 委 員会室 47 

 48 

 49 

○ 開   会 50 

 51 

 52 

○ 委員長挨拶（委員動静） 53 

 54 

 55 

１．所管からの報告事項について 56 

《教育部》 57 

（１）一般会計補正予算について                 （口 頭）社会教育課 58 

（２）滝川市子どものいじめ防止対策条例（仮称）の概要について  （資 料）教育支援課 59 

 60 

《総務部》 61 

（３）滝川市公共施設マネジメント計画（案）について       （資 料）ストックマネジメント推進課 62 

 63 

《市民生活部》 64 

（４）税等の還付に係る還付加算金の算定誤りについて       （資 料）税 務 課 65 

 66 

 67 

２．その他について 68 

 69 

 70 

３．次回委員会の日程について 71 

 72 

２月21日（金） 13時30分  第一委員会室 73 

 74 

 75 

○ 閉   会 76 
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 77 

第31回 総務文教常任委員会 78 

H26.2.3 (月)10：00～ 79 

第 一 委 員 会 室 80 

開  会 １０：００ 81 

委 員 長 第31回の総務文教常任委員会を開会いたします。 82 

 委員動静報告 83 

委 員 長 委員動静ですが、本日は全員出席しております。委員外議員として清水議員、 84 

木下議員、窪之内議員、傍聴として小野議員、関藤議員の出席を許可します。 85 

報道としてプレス空知と道新の傍聴を許可します。よろしくお願いいたします。 86 

 １．所管からの報告事項について 87 

委 員 長 それでは、所管からの報告事項について、教育部、（１）、一般会計補正予算 88 

について口頭で説明をお願いいたします。 89 

 （１）一般会計補正予算について 90 

教 育 長 私のほうからさきに開催いたしました１月15日の総務文教常任委員会におきま 91 

して、滝川スポーツクラブサンテのプール工事の支援に係る協議の結果につき 92 

ましてご報告をさせていただきました。その後の検討状況等につきましてご報 93 

告をさせていただきたいと思います。 94 

 教育委員会といたしましては、旧温水プールを民間に譲渡し、プール３コース 95 

を市民コースとして市民の健康増進と学校プール授業のために確保しておりま 96 

すことから、公益性、公共性があると判断をし、緊急支援が必要と考えて、２ 97 

月10日開催の臨時議会に支援についてのご提案をしたいとご報告をしてきたと 98 

ころであります。これまでの中でいろいろと協議を重ねてきました結果、工事 99 

費用の支援につきましてはもう少し時間をかけて慎重に検討する必要があると 100 

の判断に至りましたので、当初予定しておりました２月10日の臨時議会への支 101 

援の提案は見合わせることとさせていただきました。 102 

 この当初の提案予定に対しまして総務文教常任委員会及び臨時議会の日程など 103 

ご調整をしていただきましたが、見送るということになり、大変ご迷惑をおか 104 

けをいたしましたことに対しまして心からおわびを申し上げます。大変申しわ 105 

けございませんでした。 106 

 今後も継続して市民の健康増進と学校プール授業の場を確保するために検討を 107 

進めてまいります。具体案がまとまり次第、改めてご報告をさせていただきま 108 

すので、よろしくお願いをいたします。 109 

委 員 長 説明終わりました。 110 

 質疑ありますか。 111 

渡  辺 報告がございましたが、支援の提案の延期ということで、中止というか、そう 112 

いう断念ではないので、したがって1,800万円程度でしたか、これを15年間にわ 113 

たって、市民コースの獲得というようなことがございましたが、そこのところ 114 

をはっきりさせたいと思いますので、契約というのか、協定書というのか、そ 115 

の部分だけで結構なのですが、改めてその資料要求をしたいと思いますが、い 116 

かがですか。 117 

委 員 長 渡辺委員から資料要求がありましたけれども、所管は用意できますか。 118 

（「用意できます」と言う声あり） 119 

委 員 長  所管で対応可能ということですので、渡辺委員から要求がありました資料につ 120 
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いて、本委員会として要求することに異議ありませんか。 121 

副委員長 ちょっとどの部分を言っているのかちょっとわからない。協定書そのもののこ 122 

とを言っているのか。 123 

渡  辺 学校のコース、３コースを年間1,800万円でしたか、これを15年程度にわたって 124 

使うというお約束、協定書というのか何なのか、ちょっと見たことはないので 125 

すが、そのお約束の文書を出していただければと思うのです。延期だから、次 126 

回で結構です。 127 

教 育 長  契約書とは別に協定書の中では市民プールとして活用するプールの３コースの 128 

確保、あるいは年間の日数ですとか時間数ですとかそういうものを記載をして 129 

おりまして、金額そのものについては契約書の中には記載はしておりませんけ 130 

れども、それでよければお出しすることは可能ですし、金額につきましては補 131 

助金という形で支出をしておりますので、協定書の中ではなく単年度の予算措 132 

置ということです。 133 

委 員 長  それでは、次回委員会までに出してもらうということでよろしいですか。 134 

（異議なしの声あり） 135 

委 員 長  そのようにお願いいたします。 136 

 ほかに質疑ありますか。 137 

清水委員外議員 今後の検討というのは、来年度の補正で何らかの予算措置も含めた検討がされ 138 

るということなのかということについてお伺いしたいと思います。 139 

委 員 長 清水委員外議員の質疑を許可してよろしいですか。 140 

（異議なしの声あり） 141 

委 員 長 それでは、２分以内で清水委員外議員の質疑を認めます。 142 

清水委員外議員 今後の補正予算、または来年度予算での予算計上を含めての検討になるのかと 143 

いうことをお伺いします。 144 

教 育 長 それらを含めて検討したいということです。 145 

清水委員外議員 そうだとすれば、無償譲渡した場合に瑕疵担保責任は滝川市には明らかにない 146 

わけで、しかし予算措置の対象が改修工事だということは、どう形を変えても 147 

そこは客観的にはもう誰にも明らかということは変わらないと思うのです。そ 148 

こについての認識についてお伺いします。 149 

教 育 長 今のご質疑につきましては、そういう考えもあると思ってはおりますけれども、 150 

それらも含めて検討したいということです。 151 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 152 

 （２）、滝川市子どものいじめ防止対策条例（仮称）の概要について説明を求 153 

めます。 154 

 （２）滝川市子どものいじめ防止対策条例（仮称）の概要について 155 

教 育 長 第29回の総務文教常任委員会におきまして、いじめ防止対策条例の素案につき 156 

ましてご説明をさせていただきました。その後パブリックコメント等を行って 157 

まいりまして、また、条例の法制協議等も進めてまいりました。また、総務文 158 

教常任委員会のほうからもご意見をいただきました。それらのことを合わせま 159 

して、現段階で未定稿という形になっていますが、現在までの進捗、検討状況 160 

につきましてご報告をさせていただきます。詳細につきましては、所管のほう 161 

からご報告いたします。 162 

吉川課長 （別紙資料に基づき説明する。） 163 

委 員 長 説明が終わりました。 164 
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 質疑ありますか。 165 

渡  辺 今説明がございましたが、国の法律や道のほうのものとすり合わせているとい 166 

うようなことで、そういう意味でもさまざまな第三者機関とかその他の専門委 167 

員会とかいろいろ網羅されていまして、大変よろしいのではないかなと思って 168 

おります。問題は、やっぱり早いほうがいいと。さきに新聞にも滝川では検討 169 

中とかと出て、大変いいことだと思うので、これ以上遅くならないようにぜひ 170 

調整をして、しっかりとやってほしいと思うのですが、そこで小さいことかも 171 

しれませんが、学校と校長、それから市と市長とか、それから教育委員会と教 172 

育長とかなり、事務方の教育長なりとか、もう一つその使い方を工夫する必要 173 

があるのではないか。全部学校になっているのです。学校という組織体という 174 

のは、それはそれでいいことだと思うのですが、四十九院元校長もおわかりの 175 

ように職務として報告しなければいけないというときはやっぱり学校ではない 176 

のです。校長がやらなければならないというような、そういうところが随所に 177 

あるのではないかと思うのです。そういうふうに組織体として取り組まなけれ 178 

ばならないという学校はよろしいと思うのですが、やっぱり何か問題があると、 179 

報告だとかそういうところはきちんと校長が必ず出てくるのでないかと私見て 180 

感じるのです。だから例えば、市長と書いているのだから、市長と学校という 181 

のは、市長と言うからには、相対するときは学校ではなくて市長と校長ではな 182 

いかと。いっぱいそういうところがあるのですが、例えば、相対するには、市 183 

長と言っているからにはやっぱり校長ではないかと思うのです。そういうとこ 184 

ろの文言があちらこちら、学校の校長及び教員だということが書かれてありま 185 

す。そういうときにはしっかりと責任は、もちろん仕事をするのは教員であっ 186 

ても、こういうときにはしっかりと校長と、こういうことがやっぱりその責任 187 

があると、その職務を全うしなければいけないとか、そういうところの整理を 188 

もう少ししてほしい。だから、四十九院元校長先生がいらっしゃるのですが、 189 

鈴木副市長だって高校の校長をやったことがあるわけですから、そういう方々 190 

にこの辺をもう一回精査してみてください。必ずそう言われるのでないかと思 191 

うのです。やっぱり校長というときと学校というときと整理して、そういうと 192 

ころがあるのではないかと思うのですが、いかがですか。 193 

吉川課長 条例の中では、ただいまご質疑のように例えばまず市、そして市長という表記 194 

を使っています。教育委員会という表記も使っています。市は、学校の設置者 195 

としてですから、市の機関にある教育委員会は教育行政を担っているというこ 196 

とで、市と表記している中身については教育が実際にこの規定を使って施策実 197 

施するもの、それから一部市の中にも今回いじめの通報とか相談機能を強化し 198 

たいということで整備も盛り込んでおります。この場合は市長部局の組織にも 199 

そういう通報相談窓口を入れて、教育委員会にも市にもあるということで整備 200 

しております。したがって、市と表記しているのは、あくまでも教育委員会だ 201 

けが中心になるわけでなくて、市の機関もそこに含んでいると理解いただきた 202 

いと思います。 203 

 教育委員会と表記しているのは、教育委員会に実際に組織を置くものというこ 204 

とでしっかり設置規定を持っていますし、それから教育委員会に与えられてい 205 

る職務権限というものが既に学校教育法でございますから、例えば出席停止措 206 

置などは教育委員会の権限に属しておりますので、もちろん教育委員会という 207 

主語を使っています。 208 
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 それから最後に、市長のというところが出てきますけれども、この市長という 209 

のは重大事態が発生したときに教育委員会の調査を再調査する権限を市長に付 210 

与しているということで法令体系が出ておりますので、そこは市という表現で 211 

はなくて、市長の職務権限を発揮して調査をするという内容にしているところ 212 

です。 213 

 学校と学校長との関係ですけれども、第６条では学校及び学校の教職員の責務 214 

としております。しかし、特に校長の責務とはしておりません。学校は、学校 215 

教育法でもいじめなどから子供を守る義務というのが学校に課せられておりま 216 

す、安全管理義務というのでしょうか。したがって、学校はこの条例でもあり 217 

ますように日常からいじめの防止に対する措置、組織的に対応するですとか、 218 

基本方針をつくって進めるとかこの条例でも盛り込んでおります。それらの学 219 

校の対処する責任者が校長ということでありますので、多分校長という言葉が 220 

出てこなくてもその学校の一つの方向性、あるいは判断とかを下すのはもちろ 221 

ん校長ですので、そういう意味がありますけれども、特に条例では校長の職務 222 

をとりたててこうだとしているものではございません。 223 

渡  辺 そういうことでいいのですが、例えば第25条のところ、表題では学校長及び教 224 

員による懲戒と言っていますが、その懲戒の実施が教職員によってということ 225 

はあると思うのですが、もうそういう懲戒ということになれば、これはその権 226 

限は厳然たる校長の仕事だと思うのです。そういうところをやっぱりもう一度、 227 

教員による懲戒だから、教員がそれでは当該学校においてその懲戒をできるの 228 

かと、こういうことになるから、やっぱり責任はどこまでも校長の責任で、そ 229 

して教職員が懲戒を実施するということはあると思うのですが、それは絶対こ 230 

の第25条ぐらいだったらこれは校長の責任の職務、懲戒なんていうのは校長で 231 

ないかと思うのですが、そういうところなんかも校長及び教員だなんていって 232 

ぼやかしているのではないかと。そういうところはしっかりと校長とか校長の 233 

責任とか校長による懲戒の権限とか、そういうところをちゃんとしたほうがい 234 

いのではないか。こんなところがあちこちにあるのでないかと。もう一回整理 235 

したほうがいいかと思うのですが、今の吉川課長のはよくわかるのですが、そ 236 

ういうところをもう一度検討されたほうがいいと、私はそう思いますが、いか 237 

がですか。 238 

吉川課長 先ほどの答弁で校長という言葉の主語は出てこないというような趣旨で申し上 239 

げて大変申しわけございません。第25条に、ご指摘のとおり、ここに１つだけ 240 

校長はというのは出てきます。検討段階ですので、その辺は国の推進法にのっ 241 

とってこのように規定しておりますけれども、国もこの推進法を具体的に動か 242 

すに当たっての基本的な方針ということでいろいろ解説書も出ています。学校 243 

が基本方針に当たって学校組織として対処することというマニュアルも出てお 244 

りますので、その辺の中身をよくまた精査いたしまして、学校現場において第 245 

25条を運用するに当たってはしっかりとした運用の中身を理解して進めるよう 246 

にということでお話はしておきたいと思います。 247 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 248 

柴  田   適切な懲戒を加える、これが推進法にのっているということなのですけれども、 249 

私はこの懲戒という言葉そのものに違和感を覚えるのです。この懲戒という行 250 

為によって本当に子供たちがいじめというものを悪いことだと認識して、将来 251 

的にみずからのあしき経験としてみずからを反省し、これからの人生において 252 
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よい行いをしていくという方向に向かせるということが本当にここに書かれて 253 

いるような懲戒という行為によって達し得るのかなということが非常に気にな 254 

っているのです。やはり表現自体も懲戒、文科省が言っているからいいのだと 255 

いうことでは僕は絶対ないと思いますから、この滝川市においてそういったい 256 

じめを行った児童のこれから将来に向けた教育のあり方についてぜひともこの 257 

条例化をすること、この時点でもっと深みのある議論をしていただいて、この 258 

条例に盛り込んでいただくということが必要なのだと思うのです。 259 

 それと、ここにいじめが起きたときの云々ということが書いてあります。確か 260 

にいじめを受けた児童も、いじめを行った児童に対する指導という、あるいは 261 

ケアという部分も書いてあるのですが、実はそこが一番大事なところで、何ぼ 262 

屋台を立派にしても子供たちがいかに傷つかずに将来大人になっていくかとい 263 

うことが私は大事だと思うのです。格好いいことを言っているかもしれません 264 

が、そこのところがどうもこの条例にはいまいち不足感があります。ぜひとも 265 

その部分を改めてしっかりとご議論いただいて、形あるものにしていただきた 266 

いと思うのですが、このことについてはどうお考えでしょうか。 267 

教 育 長 第23条第３項のことを柴田委員はおっしゃっているのかなと思います。我々も 268 

議論の中で、懲戒というのは別の条として出てくるというところに関しまして 269 

教育委員協議会の中でも議論したところでありますので、さらに実際に具体的 270 

な条文の中に盛り込めるのか、この後出ます方針の中に盛り込めるのか、ただ 271 

滝川市としては既にいじめ防止マニュアルというものを平成21年度につくって 272 

おりまして、その中でも加害者に対する指導のあり方等についても記載をして 273 

おりますので、そういったことも踏まえながら、またさらに検討を進めていき 274 

たいと思っております。 275 

柴  田 関係機関の協力を仰ぐのも重要なのですが、やはりこういったことについては 276 

専門的な方々にどう教育委員会として指導を行っていただくか、それは教育委 277 

員会だけではなくて、直接児童の保護、それは行った側も受けた側も含めたし 278 

っかりとしたサポート体制をとっていくというところからすれば、これはこの 279 

条例にきちんとのっているところは私は評価しているのですが、さらにもう一 280 

歩突っ込んでいく必要があるのかなと思っています。なぜかというと、やはり 281 

滝川市は過去のことをきちんと反省しつつも、これからそのことについて乗り 282 

越えて、いい教育、滝川市の教育を本当にいいものをしていこうという意味で 283 

の条例化なわけですから、そこら辺の肉づけが薄いとせっかくの条例がうまく 284 

機能しないということにもなりますので、そういったことについて今の時点で、 285 

これは市長部局も一緒になってやらなければいけないことだとは思いますけれ 286 

ども、そのことについてはどうお考えでしょうか。 287 

教 育 長 おっしゃるとおりだと思っております。今後またさらに検討を進めていきたい 288 

と思っております。 289 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 290 

渡  邊 素案に近い部分からパブリックコメントをいただいて、ある程度訂正というか、 291 

加除をしたりしていると思います。その中で、個人的かもわかりませんけれど 292 

も、この条例が32条あるというのは長過ぎると思います。この条例自体子供た 293 

ちに理解させる部分が大きいと思うのです。それで、この条例の文言はいいと 294 

して、子供たちにこの条例があるのだよ、こういうふうになっているのだよと 295 

わからせるための対処、対策として条例に対する副読本的なもの、そういうも 296 
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のは用意する予定はあるのか、伺います。 297 

吉川課長 子供たちに滝川市が条例をつくったということをぜひ教育委員会としても取り 298 

組んでいきたいと思っています。子供のいじめに関しましては、子供たちの主 299 

体的な活動が子供たちのみんなにいじめをしてはいけないということを広げる 300 

有効な手だてだと思っています。したがいまして、この条例施行後におきまし 301 

ては、子供を取り巻く大人の方にもいろいろとこの条例を知っていただく機会 302 

も大事ですけれども、子供自身にこの条例が何を目的としているかとか、例え 303 

ば子供自身が自分たちでさらにこんな決まりをつくっていこうというようなこ 304 

ともぜひ取り組みながら、一人一人の子供に広がるように具体的施策を進めて 305 

いきたいと思っているところです。 306 

渡  邊 それで、子供たちが主体的というのであればこの条例の文、先ほど32条は長い 307 

のではないかというのは、目的に定義に基本理念、その責務、そしてここで児 308 

童等の役割という部分入っています。この第４条から第８条、ちょっとかぶっ 309 

ているのかもわかりませんけれども、第４条、第８条までいいとして、あと第 310 

12条、協議会を設けるという、その専門委員会設ける、ここも理解します。そ 311 

の前条の第10条、第11条については、ここも防止の基本方針となっています。 312 

けれども、実際責務だとか基本理念という部分で文言というか、中身的な基本 313 

理念の部分と学校の責務、保護者の責務という部分が方針にのっかる、条文と 314 

してこうやってのせるというのは、この具体的な部分ではわかるのですけれど 315 

も、条例の条項を簡素化して、こういう部分というのは規則か何かで対応とい 316 

う考え方というのはされたのか。全て条文で上げていますけれども、いかがで 317 

すか。 318 

吉川課長 国の推進法においてやはり目的ですとか基本理念を定める、あるいはそれぞれ 319 

子供の周りの大人というのですか、保護者や学校、市民の責務を明示して、そ 320 

れらのもとに市として、あるいは学校として基本方針をつくっていくことは大 321 

事なことですよということで示されておりますので、体系的には同じような体 322 

系をとっているところです。委員ご指摘のように、この後やはり第10条、第11 323 

条で市の基本方針をどのようにつくっていくか、第11条の学校基本方針をどの 324 

ようにつくっていくか、そのことを子供とか保護者とかという視点でどこまで 325 

取り組んでいただくかということは具体的にきちんとのせたいと思っています。 326 

そんなことで、規則云々というよりもこの基本方針の中身を十分に盛り込んで、 327 

内容を充実させて、取り組み施策を実際に学校、市教委が推進する際の柱とし 328 

ていきたいと考えております。 329 

渡  邊 ちょっと細かいことになって申しわけないのですけれども、文言の関係で質疑 330 

したい。第29条の重大事態という表現、この事態という表現と事案という表現、 331 

先ほど説明の中で課長は事案という表現も使われていたのですけれども、条例 332 

ではこういう重大事態という表現になっているのですけれども、そこら辺の考 333 

え方というのはどうなのか、お伺いします。 334 

吉川課長 まず、事案というのは、この条例の中でも特に明記したところはございません 335 

けれども、私たちが業務上よく使うことは、学校からいじめの認知報告があっ 336 

て、一つ一つの事案にどのような形で指導や支援していくか、今回条例でもい 337 

じめ防止専門委員会をつくって、そこで個別事案をきちんと内容を審議しても 338 

らいましょうという目的を掲げております。一方、重大事態は、この第29条の 339 

（１）、（２）に定義しているところで、これまでいじめの事件が大きく取り 340 
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上げられた報道も滝川市も含めてありますけれども、生命や心身、財産に重大 341 

な被害が生じた疑いがある場合も重大だということで規定をしておりますので、 342 

この規定に沿って重大かどうかの判断をきちんとしていかなければならないと 343 

いうことで言葉の使い分けはしていかなければならないと思っています。 344 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 345 

柴  田 今の渡邊委員の質疑で、ああ、そうだな、これは必要だなと思ったのですけれ 346 

ども、今あちこちの条例で前文を結構使っているのです、前文、前置きの部分。 347 

そこの部分でやはり子供たちにこの条例の意味をやわらかな表現で、全部平仮 348 

名でもいいのですけれども、訴える、要するにこの条例はこういうことでつく 349 

られたのだよと、もう二度と悲しいことがあってはいけないから、よい学校環 350 

境をつくるためにこの条例をつくったのだよということを子供たちにやはり理 351 

解してもらう文が多分この条例の頭にくっついていたら、教育委員会の皆さん 352 

の気持ちも子供たちにこの条例をつくった意味が伝わるのではないかなと今ち 353 

ょっと渡邊委員の質疑に関連して思ったのですが、教育長、そこら辺をどうお 354 

考えでしょうか。 355 

教 育 長 今前文という形の中で、子供たちばかりではなくて、条例ということで一般市 356 

民の方、保護者、全ての市民に対して条例制定の思いを伝えるというようなこ 357 

とについては必要だと思っておりますので、前文に書き込むか、あるいは目的 358 

のところで一番最初にそれをうたうかということについては検討してまいりた 359 

いと思っております。 360 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 361 

清水委員外議員 １点目は、過去の重大事例から何を学んで、どういう条項に反映されているか 362 

というのが１点目。 363 

 ２点目は、第20条のインターネットの新たな提言に基づくことについて。 364 

委 員 長 清水委員外議員の質疑を許可してよろしいですか。 365 

（異議なしの声あり） 366 

委 員 長 それでは、２分以内で清水委員外議員の質疑を認めます。 367 

清水委員外議員 平成17年の江部乙小、21年の明苑中、いじめとはなっていませんが、昨年の新 368 

十津川中学校で３名が自殺あるいは自殺未遂ということがあったのですが、そ 369 

れぞれいじめを受けているという相談はしていないのです。結局それをキャッ 370 

チできないで重大事案につながると。そういったことから考えると、再び起こ 371 

さないということでつくられたということなのですが、どういうあたりにそこ 372 

を生かされているのか伺います。 373 

 ２点目は、インターネットについて言えば例えばＬＩＮＥなんかというのは相 374 

当普及していて、ＬＩＮＥを禁止するかどうかというのは親の間でもそれは物 375 

すごく分かれる。こういうことで、ＬＩＮＥなんかについては相当具体的な考 376 

え方を持たなければだめだと思うのですが、そのあたりについて伺います。 377 

吉川課長 まず、１点目の件で、ご質疑の中に新十津川の事案ということでしたけれども、 378 

これにつきましては私どもは内容を把握しておりませんので、答弁はできませ 379 

ん。 380 

 １点目の質疑ですけれども、江部乙小のときの事件に関していじめを相談して 381 

いないというご質疑がありましたけれども、児童は先生に相談した経過もござ 382 

います。ただし、その指導のその後の状況、それからさらなる子供の変化等を 383 

十分に見ていなかったので、あのようなことにつながったという報告書として 384 
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まとめておりますので、相談していないということはありません。ただ、当時 385 

の事件から何を生かしているかという点に関しましては、やはりいじめや日常 386 

の指導などが児童の理解ということに先生方が気を使って日常の指導に当たっ 387 

ているかという点は非常に課題が当時多かったと思っています。例えば家庭訪 388 

問が十分に行われていないとかということが挙げられると思います。今回の条 389 

例でも学校の基本方針を策定する際には児童理解のための年間指導計画を必ず 390 

つくってほしいと求めております。特に条例の文言には出てきておりませんけ 391 

れども、文科省もそういうものが必ず必要だと。年間通じて子供の実態把握を 392 

するためには、いじめのアンケートも有効な手段だし、その後の教育相談も有 393 

効な手段だというようなことで、やはり子供と向き合う教師の場面というのを 394 

しっかりつくって、その上で進めていると保護者に知ってもらう。保護者と子 395 

供がいじめについて家庭でもよく話してもらうというようなことを年間指導計 396 

画ということで各学校につくるように指示しておりますので、そんなことを前 397 

回のことから生かしている部分が１つ。 398 

 それから、もう一つは、実際にいじめが起こったときに第三者機関をつくって 399 

の調査というのは前回しておりません。教育委員会あるいは道教委の支援をも 400 

らって、一つの報告書をつくったわけですけれども、やはり第三者機関を常設 401 

して、教育委員会の判断を下すに当たっては専門家、知見のある方に十分調査 402 

をしていただいたり、一緒に調査をするとか、そういう方法論についても前回 403 

の点から改善して生かしていきたいと思っているところです。 404 

 それから、２点目のご質疑のＬＩＮＥのことにつきましては、特に有効な対策、 405 

手だてがとれないというのが実情でございます。それは間違いありません。警 406 

察署等にも相談に行っておりますけれども、現状では規制もできないし、とに 407 

かく使わないように保護者や子供に情報発信していこうと、一緒にやっていき 408 

ましょうというような警察署の言葉もありますから、この点に関しては今回条 409 

例にも盛り込んでおりますけれども、この後施行後には具体的に子供に届く、 410 

保護者に届く広報活動などもやっていきたいと思っています。 411 

清水委員外議員 江部乙小については、かなり具体的に過去の事例との対比で言われたと。明苑 412 

中については、あの一件があった後なので、また違うのかなと思いますので、 413 

対比でお伺いしたい。 414 

 ２点目は、あの当時日常的な記録がほとんどなかったと。全く朝会の記録がな 415 

いというのが調査の妨げになっていたのですが、今回そういったものは具体的 416 

には書かれていませんが、どこでどういうふうに強化されるのかということを 417 

伺いたいと思います。 418 

吉川課長 まず、１点目の明苑中の事件に関しましてはどう改善、生かされるかというこ 419 

とに関しまして、江部乙の事件とも共通していることでいえば、組織的な対応 420 

が日常からとれていなかったということは共通したことだと思っています。今 421 

回その点ではやはり未然防止のためにも、あるいは事態が起こった後の対処、 422 

両方に必要なことですけれども、学校には組織をつくってその対応に当たると。 423 

これは、いじめの情報が入った時点でその組織をしっかり活用するということ 424 

で、この条文にもその組織を置くことを想定して盛り込んでおります。その中 425 

で組織的な動かし方の具体策として、これも学校に求めていきたいと思います 426 

けれども、いじめの相談や通報があった場合、記録化をきちんと図って、どう 427 

対処したか、もちろん市教委への報告義務もこの条例の中で課しておりますの 428 
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で、経過の記録もきちんと整備されるものと思っているところです。 429 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 430 

窪之内委員外議員 第８条の児童等の役割の条例化と実態についてと第12条、第13条の連絡評議会 431 

と専門委員会の役割についてお聞きしたいと思います。 432 

委 員 長 窪之内委員外議員の質疑を許可してよろしいですか。 433 

（異議なしの声あり） 434 

委 員 長 それでは、２分以内で窪之内委員外議員の質疑を認めます。 435 

窪之内委員外議員 第８条なのですけれども、児童等の役割で、これと関係して相談体制のことも 436 

出ているのですけれども、実態は相談できない、しづらい、また親に知られた 437 

くない、相談したことによって新たないじめが発生するとか、子供たちはいろ 438 

いろ考えているわけです。そういうときに役割として条文でこういうふうに規 439 

定されることが子供にとって心理的に負担になるのではないかと。いじめられ 440 

ているのにもかかわらず相談できないことがさも悪いと思うようになったらま 441 

ずいと思うのです。そういう点で、何か表現の仕方でそういった子供の苦しみ、 442 

相談できない子供の苦しみをわかった条例の書き方はないものなのかなと考え 443 

ているのです。それが１点と、第12条のいじめ対策というのは関係機関及び団 444 

体の連携を図るためということで、委員が５人で、その想定メンバーも書いて 445 

あるのですけれども、これは実際の現場で起こっているいろんないじめやいじ 446 

め防止との関係でどういう連携を図っていくのかというのがわからないという 447 

ことと、いじめ防止専門委員会というのは先ほどから聞くと防止というよりも 448 

問題が発生したときの対策委員会のように聞こえるのですが、そうではないの 449 

か、そういうことも含めてあるのか、その辺についてお伺いしたいと思います。 450 

吉川課長 まず、１点目の第８条関連の表記の仕方ですけれども、ご質疑のような心配と 451 

いうのはもちろんあると思います。これまでも電話相談等で教育委員会がじか 452 

に子供の声を聞く場合もありますから、そのような個別の学校を言いたくない 453 

とか、自分の名前を言えないとかというのはもちろんありますので、そういう 454 

相談の実情も勘案して、この条文の中にどのような適正な言葉を使っていくか、 455 

さらに検討は進めたいと思います。あるいは、もう一つ、見たり、聞いたりと 456 

いういじめのアンケートも非常に多い結果が出ておりますので、俗に言う傍観 457 

者にならないで、周りの子供が助けてあげましょうというような意味もこの条 458 

文の中に取り入れる方法としてはどんな表現がいいかというようなことも検討 459 

はしているものですから、ぜひ適切な用語を使っていきたいと思っています。 460 

 それから、２点目の第12条の問題対策協議会の点につきましては、いじめの具 461 

体的な市教委の施策が中心になりますけれども、例えば法務局では人権の手紙 462 

というのですか、子供からいじめの苦しいことを手紙として受けて、それを対 463 

処するという仕事もしております。そのようないじめ対策を行っている行政、 464 

それから警察署も犯罪に関するいじめということに関しては対処するというこ 465 

とで既に決まっておりますから、それら行政機関同士が有効ないじめ対策とい 466 

うことに関してどのように連携して進めていくかということを中心に協議して 467 

いくという方向になっているところです。またはその際にＰＴＡ、保護者の視 468 

点なども取り入れながらということで考えているところです。 469 

 それから、第13条のいじめ専門委員会の役割ですけれども、ここは先ほど私説 470 

明では実際に学校で起きた事案に対する聞き取りを行うとかということも申し 471 

上げたところですけれども、それ以前にいじめ防止対策のための各学校の基本 472 
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方針というのが出そろいますので、そこのところでどんな学校の対策を具体的 473 

にしているか、先ほど申し上げた年間指導計画でどんな中身を持って、どんな 474 

視点で進めているかということもここもやはりこの専門委員会の中でぜひご協 475 

議いただいたり、ご指摘いただいたりするということも想定しております。起 476 

こった後のことも大事ですけれども、その防止の推進方針についてもぜひ検討 477 

願いたいと思っているところです。 478 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 479 

（なしの声あり） 480 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 481 

 所管入れかえのため、暫時休憩いたします。 482 

休  憩 １１：０３ 483 

再  開 １１：１０ 484 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 485 

 総務部、（３）、滝川市公共施設マネジメント計画（案）について説明をお願い 486 

いたします。 487 

 （３）滝川市公共施設マネジメント計画（案）について 488 

高橋主査 （別紙資料に基づき説明する。） 489 

委 員 長 説明が終わりました。 490 

 質疑ありますか。 491 

渡  辺 まず、公共施設のコミュニティセンターというところが新聞報道等で焦点にな 492 

っていて、どうしても地域でもその話題にならざるを得ないのですが、実際の 493 

このマネジメント計画はそんなコミュニティセンターを小学校に統合するとい 494 

うか、そういうことだけではないというこの提案は提案なのですが、市民に対 495 

してはどうしてもそういう新聞報道等の影響というのがすごく大きい。したが 496 

って、それが市民の話題になっているというのは間違いないわけであります。 497 

そこで、例えばうちの緑地区の住民の大会等においても、せっかく吉岡元市長 498 

が約束して、住民のコミュニティを活発にするといってつくられたものがまだ 499 

30年もたたないのに、内側のひび一つないものがそういう計画にのせられるの 500 

はとんでもないと、やっぱりそういう意見が出ました。 501 

 それに、関連して、市長が老人クラブの新年会に、緑地区の緑友会といううち 502 

らのところと一番身近な老人クラブのご挨拶に、今話題になっているけれども、 503 

この緑地区コミュニティセンターは廃止いたしませんと、こうやって宣言して 504 

しまったら私たちの立場はどうなるのかということで、結局おじいちゃん、お 505 

ばあちゃんは渡辺さんらはそんなこと言っているけれども、新聞にも出ていた 506 

けれども、市長はちゃんとそうやって言ったではないですかと、そういうこと 507 

になってしまうのです。したがって、そういう大事なところとコミュニティセ 508 

ンター全部が一括というのは、ちゃんと段階を追って、新しいところと、古い 509 

ところはそういう始末をしなければいけないというところはそれはわかるので 510 

す。それを一緒くたに全部のコミュニティセンターはどこどこの小学校にとい 511 

う、そこら辺はやっぱりまずいのではないかと私は思っています。だから、地 512 

域によってそういうところは、小学校に統合したらいいというようなそれぐら 513 

いのコミセンもあるかもしれません。けれども、少なくとも私らのところは建 514 

ったばかりで、そしてそんな計画があるとは何事だと、こういうことになって 515 

しまうので、何でもかんでもただ提案すればいいというものでなくて、段階を 516 
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追ってとか、古さとか新しさ、そういうものをしっかりと書いて、そして提案 517 

をしてほしい。これが全部含まれて、コミュニティ関連施設が19が７になると 518 

いうのは、やっぱり新聞報道というのは大きいから、そんな19とか７というの 519 

はどこにあったのかわかりませんが、そういうふうにぶら下がりでその記者が 520 

聞いたのかもしれませんが、19が７つになるなんてどこの文書にあったのか、 521 

それをお聞きしたいのです。そういうことで、市民にはすごく影響が大きいと 522 

いうことです。ほかのところの不要の施設とか、もう壊さなければいけないと 523 

いうところ、そんなのは全然話題になっていないで、コミセンだけが話題にな 524 

るというのはおかしいのではないかと思っているのです。ましてや新しいよう 525 

な最高に有効に使っているところまでがと思います。ぜひその辺をお答えいた 526 

だきたい。 527 

委 員 長 渡辺委員、市長がそう言ったということですか。市長がその緑友会の席の中で 528 

そこのコミセンは廃止しないということを言ったのですか。 529 

渡  辺 それは言ったからこそ、私はびっくりして、そんなところでご挨拶にまさか異 530 

議は唱えられないから、私は黙って聞いておりました。そうしたら、その後や 531 

っぱり老人の方々は、もう市長が言ったのだから、渡辺さんがそんな…… 532 

委 員 長 わかりました。確認したのです。 533 

五十嵐部次長 ただいまのご質疑ですけれども、まず今回この委員会にパブコメの報告をする 534 

に際しまして当然市長のほうにも最終報告をしまして、それでこの委員会に報 535 

告という形をとっております。市長から言われたのは、コミセンの小学校への 536 

統合につきましては、各小学校区、事情がそれぞれ違うので、慎重に進めても 537 

らいたいというお話がありました。それで、私どももこの計画案の中にはまず 538 

モデル小学校区を設定をして、そこから進めていきたいと考えております。ま 539 

ずはそこのモデル地区の状況を見ながら、そのほかの小学校区に進めていきた 540 

いと考えております。それと、先ほどもパブリックコメントの結果の中でも、 541 

この小学校区への統合につきましては関係者と協議をしながら修正をするとい 542 

うこともご説明しましたので、その方針に基づきまして進めてまいりたいと思 543 

っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 544 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 545 

柴  田 素案段階でも、用語解説もあるのですが、ＰＰＰですとかＰＦＩですとか官民 546 

連携、あるいは民間資金を活用する、そういう文言が記載されています。これ 547 

までも実は市の計画の中でＰＦＩを活用していくだとかＰＰＰを推進していく 548 

だとか言葉は躍るのですが、実効性が見えないというのが滝川市の特徴的な課 549 

題なのだろうなと。では、具体的にＰＦＩ、ＰＰＰだとこのマネジメント計画 550 

に記載をしていくに当たって、これはしっかりと滝川市自体がやっていくとい 551 

うことを市役所全体が認識しながら進めていかなければ、またまた絵に描いた 552 

餅になるのだろうなという感じがします。それで、民間資金を引っ張り出すた 553 

めにはやはり呼び水というものも当然必要になってくる、あるいは啓発も必要 554 

になってくる。メリットがあれば民間はどんどん出てくると思うのですが、メ 555 

リットが薄いと思うから、実はこのＰＦＩ事業というのは進んでいかないのだ 556 

ろうなと私は思うのです。それで、そういうことについてやはりもっと具体的 557 

にこの計画の中に盛り込んでいかないと、本当に魂が入らない計画になってい 558 

くのではないかなと思っているのですが、現時点でいいのですが、そのことに 559 

ついて市側のお考えをお尋ねしておきたいと思います。 560 
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高橋主査 ＰＦＩ事業につきましてですが、これまでも検討はしてきているところだとは 561 

思いますが、まず準備段階でも相当の時間がかかることが一つの課題として挙 562 

げられておりますので、今回私たちの計画の中でも実施に向けて検討を早い段 563 

階から取り組んでいきまして、市側としてはじっくり検討期間を得て、取り組 564 

めるものについては取り組んでいきたいと考えております。計画上は具体的に 565 

何点かＰＦＩ事業に取り組みますという表現もございますけれども、それらに 566 

ついて所管と一緒になって検討を進めたいと考えております。 567 

柴  田 そうなのです。問題は所管なのです。やはりこの計画の案、計画に沿った動き 568 

をそれぞれ、別に総務部だけがＰＦＩの窓口ではないわけですから、あるとき 569 

は建設部であり、あるときは経済部であり、あるいは農政部も関係してくるか 570 

もしれない、あるいは市民生活部だってＰＦＩの導入に前向きになるかもしれ 571 

ないのですが、やはり全市的にこのマネジメント計画というのは進めなければ 572 

いけないという強い意識を持ってやっているわけです。それがストックマネジ 573 

メント推進課だけが踊って他の所管は踊らずということになれば、これは幾ら 574 

ＰＦＩだ、ＰＰＰだといったって前に進んでいくはずがないのです。そのため 575 

に何をしていくかということが大事だと思うので、そのことについてはこの計 576 

画の中に具体的に盛り込むということは今の時点では考えていないのでしょう 577 

か。 578 

高橋主査 現計画案については、このとおりの表現となっておりますが、この先の進め方 579 

としまして、庁舎内には滝川市ストックマネジメント推進検討職員会議も設置 580 

されておりますし、また個別に実行計画を立てながら進めていく中でもう少し 581 

深い検討をして進めていきたいと考えております。 582 

柴  田 計画案の中とはまた別で、ちょっと先走った話になるかもしれませんが、総務 583 

部長にお伺いしたいのですけれども、ＰＦＩだとかＰＰＰだとかをやるに当た 584 

ってストックマネジメント推進課というのは直接関係がないと思うのです。例 585 

えば財政課だとか、あるいは企画課だとか、そういったところが将来的には民 586 

間資金を活用した事業計画やら何かの受け入れ窓口とかになってくると思うの 587 

です。そのことについて今総務部長としてどのようなお考えをお持ちなのかと 588 

いうところを１点だけお尋ねしておきたい。 589 

山﨑部長 窓口につきましても、ＰＦＩ法が改正になって、以前は学校とかそういった部 590 

分にもいろいろ活用されていたのですけれども、そういう事業性の低いところ 591 

については活用しなくなってきていると。反面地方の空港なんかは、国が今現 592 

実に改正ＰＦＩ法にのっとってやることを検討していると。そういった中で、 593 

滝川でもどういったものが可能なのか、そのどういったものという種類によっ 594 

ては当然所管も明確になってくるでしょうし、なおかつ統一的に進めるとなれ 595 

ば総務部のいずれかということも含めて、具体性を見定める中で考えていきた 596 

いと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 597 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 598 

渡  邊 いろんなご意見が来たということで、かなり市民の意識が高いと理解します。 599 

というよりも、また市民の皆さんも大変心配しているからという裏返しかなと 600 

思います。 601 

 この進め方としては、いろんな財政的な部分がありますけれども、今の施設の 602 

中で民間に渡す施設というのは、現時点で民間への譲渡になり得る施設、ＰＰ 603 

Ｐとかありますけれども、そういう中で考えられる施設というのは現在ストッ 604 
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クマネジメント推進課ではどれぐらいを把握しているのか。 605 

高橋主査 現時点で明確に見えているのは、今後事業団だけです。あとはこの先進めなが 606 

ら検討していくということになると思います。 607 

渡  邊 事業団あり、サンテありで、いろんな問題が出てくるものがあり得る。そうい 608 

う中で、ある程度の想定というのを先々までしていかないと、恐らくその都度、 609 

その都度現場でという対応は無理かなと思うので、ぜひそういう部分の考え方 610 

というのをもし示せるのであればここの場でお願いしたいと思います。 611 

五十嵐部次長 計画案の中にも40ページに未利用暫定施設の取り扱いがありますけれども、こ 612 

ういった施設を見直して民間に譲渡できそうなものがあれば積極的に譲渡して 613 

いきたいという部分もありますし、先ほどもご質疑ありましたコミュニティセ 614 

ンターの小学校区への統合につきましても、これが実現すればコミュニティセ 615 

ンターの民間譲渡もあり得るかなとは考えております。 616 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 617 

副委員長 先ほど渡辺精郎委員から市長が挨拶でそこへ行って、ここはなくしませんと言 618 

ったと。これは大変なことだ。そうしたら、先ほどの答弁を聞いていたら柔軟 619 

に対応すると。それでいいのですか。これは非常に大事なところだ。というこ 620 

とは、３月いっぱいぐらいに庁議決定をしたいというような話を聞いているの 621 

だけれども、今後のスケジュール的にどうなってくるのか。このストックマネ 622 

ジメントの意味については五十嵐次長が広報に登場して、そして大々的に市民 623 

ＰＲをした。少しずつ浸透はしてきているけれども、我々の発言も非常に大事 624 

になってくる。渡辺委員がそうやって言っているかどうかわからないけれども、 625 

ここは絶対統合させないぞとか、そういうことが市民の人方はここは渡辺議員 626 

が言っているのだから大丈夫だとか、そういうことになってくる。それで、大 627 

事なことなものだから、全体の掌握ということになると特別委員会を設置する、 628 

設置しないという話もこの間出ていたのだけれども、その辺のことについてど 629 

ういう今後の進め方になってくるのか伺います。 630 

五十嵐部次長 まず、前段の関係ですけれども、先ほど答弁したことをちょっと補足しますと、 631 

市長に最終案の説明をした際には方向性としてはよしということで、ただ進め 632 

るに当たっては柔軟ではなくて慎重に取り組んでくれというような形で、利用 633 

者、関係者含めてよく協議をしながら進めてほしいというようなことはありま 634 

したけれども、この計画案自体についての方針はこれで了ということになって 635 

おります。私どももそれに伴いまして進めてまいりたいと考えております。 636 

 それと、特別委員会の関係も前に議会運営委員会の中で柴田委員からご意見を 637 

いただきましたけれども、計画案を進めるに当たって実行計画の段階になりま 638 

して、まずは議会運営委員会の中でご相談をさせていただくということになっ 639 

ておりますので、そのように進めてまいりたいと考えております。 640 

副委員長 それで、いつだったか説明を受けたときに庁議決定というか、市としての全体 641 

意思決定というか、それはいつの時点でやるのか。 642 

 それと、もう一つは、さっき言った実行計画というか、それは来年度、26年度、 643 

いわゆる我々の任期中にやるのか、その辺のことをちょっと説明していただき 644 

たい。 645 

五十嵐部次長 まず、３常任委員会にパブコメの結果、きょう総務文教常任委員会に報告して 646 

おりますけれども、あさって厚生常任委員会に同様に報告をさせていただきま 647 

す。それと、まだ固まってはいないと伺っていますが、今月の10日に予定して 648 
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いる経済建設常任委員会にも同様に報告をしまして、その後庁議ですから、２ 649 

月下旬ぐらいを予定しております。一応庁議はそれぞれ定例で決まっておりま 650 

すので、３常任委員会に報告した後、近くの庁議に報告をして計画を確定させ 651 

たいと考えております。 652 

 実行計画につきましても、この案が成案になりましたら実行計画を策定いたし 653 

ますけれども、それも新年度中につくることを今予定しております。 654 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 655 

清水委員外議員 市長発言について調査する考えがあるか。 656 

委 員 長 清水委員外議員の質疑を許可してよろしいですか。 657 

（異議なしの声あり） 658 

委 員 長 それでは、２分以内で清水委員外議員の質疑を認めます。 659 

清水委員外議員 誰も筆記はしていないと思うので、どういう言葉を言ったのか、例えば廃止は 660 

しませんと言ったのか、廃止は決まっていませんと言ったのか、話し言葉で言 661 

っているので、まずそれをその場に居合わせた方に何人かに聞くとか、やはり 662 

市長の言葉は余りにも重過ぎる。全く計画と逆方向の話だから。それについて 663 

調査をする考えについて伺います。 664 

山﨑部長 清水議員の調査というレベルがちょっとあれなのですけれども、例えば私ども 665 

としても計画をするに当たって重要な受けとめという部分では同様ですので、 666 

どの範囲でどういう方を対象にというのはちょっとこの場で申し上げられませ 667 

んけれども、確認できる範囲ではお聞きしたいとは思っています。 668 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 669 

（なしの声あり） 670 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 671 

 次に、市民生活部、（４）、税等の還付に係る還付加算金の算定誤りについて 672 

説明をお願いいたします。 673 

 （４）税等の還付に係る還付加算金の算定誤りについて 674 

伊藤参事 税等の還付に係る還付加算金の算定誤り、これにつきましては昨年末の報道以 675 

来、滝川市の各所管におきまして精査を進めてきたところでございます。この 676 

たび件数、金額等が確定いたしましたので、ご報告をさせていただきます。対 677 

象者の皆様に対しましては、おわびと未払いの内訳等につきましてお知らせを 678 

させていただいたところでございますけれども、丁寧な対応の中に支払い手続 679 

を進めてまいりたいと考えてございます。今回の算定誤り、それに伴う未払い 680 

金の発生につきましては、まことに申しわけなく、市民の皆様、納税者等の皆 681 

様、議員の皆様に重ねておわびを申し上げます。まことに申しわけございませ 682 

んでした。以下、配付資料に基づき税務課長から説明をさせていただきます。 683 

よろしくお願いいたします。 684 

鎌田課長 （別紙資料に基づき説明する。） 685 

委 員 長 説明が終わりました。 686 

 質疑ありますか。 687 

渡  辺 さきに国民健康保険税についてはなかったのですが、さきのとき私の国民健康 688 

保険税が200円の訂正になったのはどうなのか、これは関係があるのか、ないの 689 

か、やっぱりこれはこういうところで聞いておきたいと思うのです。200円安く 690 

なったからいいのでなく、どうしてかというのが全然わからないので、やっぱ 691 

り関係あるのでしょうか。 692 
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（何事か言う声あり） 693 

渡  辺 個別ではなくて、そういうことが関係あるものなのか、ないものか、全然別個 694 

なものなのかというような。個別も何もない。税額が減税になるって、そうい 695 

うのはどうしてだったのかとわからないので、お聞きしたい。 696 

伊藤参事 さきの総務文教常任委員会あるいは厚生常任委員会の中で、額等の確定はしな 697 

い中での状況報告をさせていただきまして、委員からご質疑いただいたところ 698 

でございます。今回改めて報告させていただいた中では、１月27日に対象の方 699 

にお知らせをさせていただきました。お支払いの手続等を今後進めさせていた 700 

だくことになるわけでございますけれども、委員がおっしゃられた200円の変更 701 

というか、増減の時期というのがちょっとわからないので、関連性については 702 

お答えできませんけれども、少なくとも昨年以前のお話だとすればこれとは直 703 

接的な関係はないのかなという気はするのですけれども、もしよろしければ細 704 

かいことを後ほどお知らせいただければ正確に対応できるかと思います。どう 705 

ぞよろしくお願いいたします。 706 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 707 

副委員長 普通、税金未払いになったら遅延加算金みたいなものを払わなければいけない 708 

のだけれども、こういうものの条項はどうなっているのか伺います。 709 

鎌田課長 このたびの算定誤りに関するものは、いわゆる本税額をお返しする部分の未払 710 

いではないのです。委員が今おっしゃったとおり、そのお返しする本税額の部 711 

分に賦課する利息的な意味合いのある加算金の部分なので、その部分が未払い 712 

だったということなのです。したがいまして、その手続を行ったということな 713 

のです。 714 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 715 

柴  田 お答えいただけるかどうかわからないのですが、今回のこの件、法律の解釈が 716 

間違っていたという理由も１つあったのですけれども、この法律自体の問題点 717 

が感じられるのです。今還付金詐欺なんていうことの喚起もあったのですが、 718 

例えば悪意を持った納税者が、あるいは意図的な納税者が確定申告の間違いを 719 

５年さかのぼれるのですから、５年さかのぼってもらおうということになると、 720 

その加算金の部分、要するに利息、それがかなり高いのです、今の状況では普 721 

通の預貯金等々の利息よりは。そうなると、高額な還付金を受け取れるという 722 

ような可能性があの法律をまともに解釈すると出てきてしまうのです。本来で 723 

あればやはり申告のあった時期から還付加算金というのであればそういうこと 724 

も防げるのですけれども、それを事由が発生した５年前までさかのぼって、幾 725 

ら５年後に申告をしてもそれは５年間さかのぼるのですよというような法律が 726 

あるとすれば、そういったことも可能になってしまうということを実は今回の 727 

このことを勉強させていただいて思ったのですが、法の改正などの動きという 728 

のは国のほうではないのでしょうか。 729 

鎌田課長 実情を申し上げますと、今言ったような手続が行われますと、そういった状況 730 

になるということであります。それが悪意を持っているのかどうなのかという 731 

ところまではもちろんわかりませんので。法改正の部分につきましては、今の 732 

ところは何も動きはないということでございます。 733 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 734 

（なしの声あり） 735 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 736 



 

- １６ - 

 

 ２．その他について 737 

委 員 長 ２、その他についてですが、委員から何かありますか。 738 

副委員長 先ほど教育部のほうでサンテの改修費用の関係についてはこのたび見送ったと 739 

いうことでお話が出ました。ただ、その中でこれは全部中止したということで 740 

なくて、今後１定を含めて精査していくというようなことも含めた答弁だった 741 

ような気がする。それで、我々総務文教常任委員会として、先ほどの説明の中 742 

には緊急性の話もいろいろ出ていたし、また体育、水泳のいわゆる教育的な側 743 

面のことも話していたのだけれども、現場の状況等を委員会として一回見てお 744 

く必要があるのではないかなと思って、この間の正副委員長への教育委員会か 745 

らの話のときにちょっと話が出たのだけれども、しかるべきときに、早いほう 746 

がいいのでないかなというような気がするのだけれども、きょうの委員会に提 747 

案したいと思います。状況をやっぱり現場で把握しておいたほうがいいかなと 748 

思いますがいかがですか。 749 

渡  辺 よく話はわかるのだけれども、小さな１センチ角の２ミリ程度のをこうやって 750 

示されて、どこだといったって窓の開閉のところというから上って見るわけに 751 

もいかないし、いかがなものかと思います。あそこだということだけですか。 752 

（何事か言う声あり） 753 

委 員 長 それでは、若干休憩します。 754 

休  憩 １１：５９ 755 

再  開 １２：０１ 756 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 757 

 それでは、サンテの視察については今は行わないこととします。 758 

 事務局から何かありますか。 759 

（なしの声あり） 760 

 ３．次回委員会の日程について 761 

委 員 長 次、３、次回委員会の日程についてですが、２月21日金曜日午後１時30分、第 762 

一委員会室で開催します。 763 

以上で第31回総務文教常任委員会を閉会いたします。 764 

 ご苦労さまでした。 765 

閉  会 １２：０２ 766 

 767 


